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税務訴訟資料 第２６６号－１４１（順号１２９１９） 

仙台地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 源泉所得税納税告知処分等取消請求事件 

国側当事者・国（仙台中税務署長） 

平成２８年１０月１９日棄却・控訴 

判 決 

原告 Ａ株式会社 

同代表者代表取締役 Ｂ 

同訴訟代理人弁護士 花島 伸行 

同 浅沼 賢広 

被告 国 

同代表者法務大臣 金田 勝年 

処分行政庁 仙台中税務署長 

同指定代理人 佐藤 友弥 

同 梶内 勇作 

同 阿部 慎司 

同 長谷川 智 

同 岩渕 実 

同 加藤 光司 

同 門馬 友美 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

処分行政庁が原告に対し平成２５年１１月２７日付けでした平成２３年５月分の源泉徴収に

係る所得税の納税告知処分及びこれに係る不納付加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、生活用品の企画、製造、販売等の事業を行う株式会社である原告が、大韓民国（以

下「韓国」という。）の法人であるＣ株式会社（以下「Ｃ」という。）から商品（日本国内にお

ける名称「Ｄ」、以下「本件商品」という。）を輸入し、日本国内で販売を行うに際し、Ｃ、本

件商品のモデルであり、韓国の俳優であるＥの所属事務所である株式会社Ｆ（以下「Ｆ」とい

う。）及びＥとの間で、モデル使用並びに広告の企画、制作及び使用等に関する契約（以下「本

件契約」という。）を締結し、本件契約に基づきＣに対し２億ウォン（以下「本件金員」という。）

を支払ったが、これについて所得税の源泉徴収をしなかったところ、処分行政庁は、本件金員

は著作権の使用料であって国内源泉所得に該当し、納付すべき税額を別紙「本件納税告知処分

等の経緯」の「納税告知処分」欄記載のとおりとする納税告知処分（以下「本件納税告知処分」
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という。）及び不納付加算税の額を同別紙の「賦課決定処分」欄のとおりとする賦課決定処分（以

下「本件賦課決定処分といい、これらの処分を併せて「本件各処分」という。）をしたため、本

件金員は著作権の使用料には該当しないとして、本件各処分の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令等の定め 

 別紙「関係法令等の定め」記載のとおりである。 

２ 前提事実（認定根拠を示すほかは、当事者間に争いがないか、又は、明らかに争いがない。） 

（１）当事者 

 原告は、生活用品の企画、製造、販売に加えて食料品や飲料品の販売を行う株式会社であ

る。 

（２）本件各処分の対象となった契約 

 原告は、韓国のＣが製造する本件商品を輸入し、日本国内で「Ｄ」の名称で販売している。 

 原告は、平成２３年４月１９日、Ｃ、Ｆ及びＥとの間で、当事者間のモデル使用並びに広

告の企画、制作及び使用に関する次のとおり本件契約を締結し、契約書（以下「本件契約書」

という。）を作成した（甲２）。 

 本件契約書の前文には、「Ａ株式会社（以下「甲」と称する。）、Ｃ株式会社（以下「乙」と

称する。）、株式会社Ｆ（以下「丙」と称する。）、丙の専属俳優であるＥ（以下「丁」と称す

る。）は、当事者間のモデル使用ならびに、広告の企画、制作、使用に関し、以下の各条項に

より本契約を締結した。」との記載がある（本件契約書の条項内の当事者の呼称は同契約書に

従う。）。 

第１条（契約の目的） 

 本契約は、すでに製作された乙の広告制作物ならびに広告用の丁の画像を海外で使用

することにあたって、甲、乙、丙、丁、四者間の義務と権利を明確に規定することにあ

る。 

第２条（広告の範囲） 

１ 前条に定める広告は、甲の商品「Ｄ」（以下「本商品」という。）のためのテレビＣ

Ｍ（劇場用ＣＭ、店頭放映用ビデオＣＭへの流用を含む）、印刷媒体広告物（新聞、雑

誌、ポスター、カタログ、パンフレット、チラシ、ＰＯＰ等の一切を含む）、交通広告

物、無償頒布物等の販売促進物、インターネット上に甲が開設する甲のホームページ

やメールマガジン、屋外広告物、製品箱、製品ラベル（以下これらの広告物を総称し

て「本件広告物」という）、並びに催事、販売促進・パブリシティ活動等の一切をいう。

なお、電波媒体広告には有線放送、衛星放送および通信ネット等により配信されるも

のを含む。 

２ 甲は本商品に関する乙の広告制作物や画像を、乙に帰属された著作権に限って使用

することができる。海外掲載該当国は日本に限定する。その他の国で展開する場合は、

追って広告金額を定めることにする。 

３ 本件広告物以外の広告活動については、その内容および条件等について甲、乙が別

途協議のうえ取り決めるものとする。 

第３条（使用と著作権の範囲） 

１ 甲は乙の製作した広告物を日本で使用するにあたり、デザイン、文字、映像、音声

などの一部を改変することができる。改変にあたって、制作物の著作権を有する第三
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者の許諾が必要な場合は、乙は許諾の取得に協力する。 

２ 改変に必要なコマーシャル素材や印刷物のデザインデータ、ならびに広告に用いる

丁の画像を乙は甲に無償で提供する。ただし、コマーシャル改変のための素材提供に

作業費用が発生する場合は、甲、乙が別途協議のうえ取り決めるものとする。 

第４条（契約期間） 

１ 本契約の契約期間は、２０１１年５月１９日から２０１１年１２月１８日の７カ月

間とする。 

２ 甲と乙は上記期間中に回数の制限なく広告物を使用することができる。甲と乙が後

続の広告物を製作するのに必要な時間を勘案し、契約期間満了後の素材交換の猶予期

間は１ヶ月とする。この期間は、契約料の追加の支払いなしで使用することができる。 

３ 契約期間満了後に甲が再契約を希望する場合、甲は有効期限１ヶ月前に乙に連絡し、

事前にお互いに協議する。 

４ 本条１項が定めた期間を超えて広告物を使用したい場合は、甲、乙、丙、丁は相互

合意した後に継続使用することができる。 

（５は省略） 

第５条（契約金等） 

１ 本契約に基づく丁の出演の承諾および第６条による拘束、制限の対価として、丁に

関する契約金は、一金 ２億５千万ウォン（２５０，０００，０００won／ＶＡＴ別途）

とする。 

２ 甲は乙に契約締結日から３０日以内に、本条１項の契約料のうち一金 ２億ウォン

（２００，０００，０００won／ＶＡＴ別途）を乙が指定する方法により支払う。乙は

丙に契約締結日から７日以内に本条１項の契約料全額を支払う。乙は、丙への契約金

を支給することにより、本契約上の義務を完遂したものであり、乙は、丙と丁との間

の契約料支払いその他の契約上義務不履行による民事刑事上のいかなる紛争から免責

される。 

３ 丁が出演した広告制作物が本契約の後、メディアでの実施前に、乙と甲の帰責事由

で本契約が中途解約される場合には、“甲”と乙は丙に、前項で定めた契約料の５０％

を支払う。 

４ 乙は、丁が本契約のモデルとして活動するための前提条件となる法律上の必要要件

を満たしていることを確認する権利がある。丙は、丁が本契約上のモデルとして活動

するための前提条件となる法律上の必要条件が満たされていない場合に発生するすべ

ての問題から、乙を免責させ、これに関連して発生するすべての損害を賠償する。 

第６条（遵守事項） 

１ 丙と丁は、契約期間中の法令に違反するか、社会的な問題を起こしたり、甲や乙の

名誉毀損に係る言動などで、甲ならびに乙の商品や企業イメージを損なわないように

する。契約期間中、丁は本商品の同種の商品（乳製品やコーヒー飲料を除く飲み物）

広告やＰＲイベントに日本ならびに韓国で出演することができない。 

２ 丙と丁は、住所と連絡先の変更、海外への出国、その他の変動のある場合は事前に

（ただし、止むを得ない場合には、後日すぐに）、乙に通知しなければならない。不可

抗力や韓国法による兵役の義務に関する事由については、丙と丁は免責される。 
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３ 丙と丁は、本契約の履行中に分かるようになった甲ならびに乙の業務上の秘密（契

約の内容、その他の資料、ノウハウ）などを契約期間中はもちろん、契約期間の終了

後も第３者に漏洩しない。 

（４以下は省略） 

第７条（結果物の帰属） 

１ 丁が出演して、完成された広告物の所有権、著作権などの一切の権利は乙に帰属す

る。ただし、日本向けに改変された広告物についての所有権、著作権などの一切の権

利は甲に帰属する。 

（２は省略） 

第８条（契約の解除） 

１ 第３条第１項、第２項が実行できな（い）場合は、甲は本契約を解除することがで

き、乙は第５条第２項で定めた契約金を甲に返還する。 

２ 丙と丁が第６条第１項、第２項、第３項の規定に違反した場合、甲ならびに乙は、

契約を直ちに解除することができる。 

（３は省略） 

第９条（損害賠償） 

１ 第８条第２項により、契約が解除される場合は、丙と丁は連帯して、第４条モデル

料の倍額を、甲ならびに乙に賠償しなければならない。 

２ 丙と丁の帰責事由により、甲または乙に損害が発生した場合には、丙と丁は連帯し

て、乙が被った損害の一切を賠償しなければならない。 

（以下省略） 

（３）Ｃに対する支払及び源泉所得税の不納付 

 原告は、平成２３年５月１９日、Ｇ銀行仙台支店の原告の普通預金口座から韓国のＣの銀

行口座宛てに本件金員である２億ウォン（円建て金額１４８２万４６９８円）を振り込んで

支払った（乙３の１及び２）。 

 Ｃは、本件金員の支払を受ける日の前日までに、所得に対する租税に関する二重課税の回

避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約（以下「日韓租税条約」という。）

１２条２項所定の軽減税率の適用を受けるための「租税条約に関する届出書」を原告を経由

して処分行政庁に提出しなかった。 

（４）本件各処分 

 処分行政庁は、本件金員が著作権の使用料であって国内源泉所得に当たる（所得税法１６

１条７号ロ）が、原告は、本件金員を支払うに当たって、所得税法２１２条１項所定の源泉

所得税を法定納期眼までに納付しなかったとして、平成２５年１１月２７日、原告に対し、

平成２３年５月分の所得種類『非居住者』の源泉徴収に係る所得税について、納付すべき税

額を２９６万４９３９円とする本件納税告知処分及び不納付加算税の額を２９万６０００円

とする本件賦課決定処分をした（甲１）。 

（５）審査請求の実施 

 原告は、平成２６年１月２４日、処分行政庁に対し、本件各処分に対する異議申立てを行

ったが、処分行政庁は、同年３月２０日、同申立てをいずれも棄却し（甲３、４）、さらに、

同年４月２１日、仙台国税不服審判所長に対し、本件各処分を不服として審査請求をしたが、
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仙台国税不服審判所長は、平成２７年３月１１日、審査請求をいずれも棄却する旨の裁決を

した（甲５、６）。 

（６）本件訴えの提起 

 原告は、平成２７年９月１０日、本件訴えの提起をした（顕著な事実）。 

３ 争点及びこれに関する当事者の主張 

 本件の争点は、原告が本件契約に基づきＣに対して支払った本件金員が国内源泉所得である

著作権の使用料に該当するか否かである。 

（被告の主張） 

（１）本件金員は国内源泉所得である著作権の使用料に該当する。 

ア 本件契約書第１条、第２条２項からすれば、本件商品に係るＥの出演した広告物（以下、

「元広告物」という。）の著作権はＣが有しているものと認められる。 

 Ｃの保有する元広告物の著作権は、原則として韓国国内法により保護されているところ、

日韓両国が批准している「文学的及び美術的著作権の保護に関するベルヌ条約パリ改正条

約」により、日本国内においても著作権法による保護を受け、原告が、元広告物を日本向

けに改変するなどして新たに広告物を作成し、若しくは複製し、日本国内で公に上映等し

て広告活動を行うためには、著作権法上、元広告物の著作権を有するＣからその利用の許

諾を得る必要がある。 

 本件契約書前文及び第１項の規定に照らすと、本件契約は、原告がＣから元広告物の著

作権の利用の許諾を得ることを目的として締結したものであると認められる。 

イ 本件契約書第２条２項には「甲は本商品に関する乙の広告制作物や画像を、乙に帰属さ

れた著作権に限って使用することができる。」と規定され、同第７条１項ただし書には「日

本向けに改変された広告物についての所有権、著作権などの一切の権利は甲に帰属する。」

と規定されている。原告は、Ｃの有する元広告物の著作権を使用するとともに、これを日

本向けに改変してその所有権又は著作権を取得するという経済的利益を得ることができる。 

ウ 本件契約書第５条１項及び２項において、原告は、本件金員をＥ及びＦ（以下、両者を

併せて「Ｅ側」という。）ではなくＣに対して支払うものとされ、実際に原告は本件金員を

支払済みである。また、本件契約書第８条１項において、Ｃが本件商品に関する制作物の

著作権を有する第三者の許諾の取得に協力できない場合（そのため原告が元広告物の著作

権を使用できない場合）や元広告物の改変に必要なコマーシャル素材等の提供ができない

場合には、原告は本件契約を解除することが可能であり、この場合、Ｃは原告に対し本件

金員を返還しなければならないとされている。 

 本件契約においては、原告がＣに対して本件金員を支払うものとされている一方、原告

とＣとの間で契約が解除された場合には、Ｃが原告に本件金員を返還するものとされてい

ることからすると、本件契約書第５項１項の文言にかかわらず、本件金員は、あくまで原

告とＣとの間の権利義務関係に基づいて独立して支払われたものであるということができ

る。 

 他方、本件契約書第９条２項においては、Ｅ側の帰責事由により原告又はＣに損害が発

生した場合、Ｅ側はＣが被った損害のみ賠償するものとされていることからすると、本件

契約書第５条１項の契約金２億５０００万ウォン（以下「本件契約金」という。）について

はＣとＥ側との間の独立した権利義務関係に基づいて支払われるものとみるのが相当であ
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る。 

エ 原告は、本件契約金は、Ｅの原告及びＣに対する人的役務の提供の対価であり、元広告

物の著作権の使用の対価ではないと主張する。 

 しかしながら、所得税法１６１条２号及び８号イは、日本国内において行う人的役務の

提供に起因するものに限って国内源泉所得に該当するとしているところ、同法施行令２８

２条の規定ないし民法の「役務提供型契約」ないし「労務提供型契約」の典型契約に分類

される雇用、請負、委任等が「労務の提供を中心的要素とする契約」と解されていること

等からすれば、「人的役務の提供」ないし「役務の提供」とは人による現実の労務提供を中

心的要素とするものと解するのが最も自然である。本件契約は、原告が元広告物を日本国

内で使用することを目的とするもので、Ｅが、原告又はＣに対して新たに人的役務を提供

する旨を定めた規定は存在せず、本件契約において、Ｅが新たに人的役務を提供すること

は予定されていない。Ｅは、本件契約期間中、兵役に服していたから、人的役務を提供す

ることは事実上不可能であった。 

 原告は、本件契約書第５条１項の出演とは韓国国内で既成の元広告物に使用されていた

Ｅの画像、映像等が新たに日本国内において原告の広告物にも再使用されることであり、

それがＥ側の役務の提供であると主張するが、原告の主張を前提としても、Ｅが日本国内

用の広告物を新たに作成するために画像・映像等の撮影に参加するなどといった現実の労

務は想定されていなかったというのであるから、そのような対応をもって所得税法の人的

役務の提供に該当すると解することはできない。 

 また、原告は、Ｅ側が本件契約書第６条に基づき一定の拘束・制限に服することも人的

労務の提供に該当すると主張するが、本件契約６条による拘束・制限は、Ｅが過去に韓国

内で出演した元広告物を日本国内で再使用することに伴い定められた付随的な遵守事項に

すぎず、これのみをもって所得税法上の人的役務的労務の提供があったと評価することは

できない。 

 さらに、原告は、本件金員がＥに対する本件契約金の原告負担分にすぎないと主張する

が、原告は、本件契約に基づきＣの有する元広告物の著作権を使用するとともに、これを

日本向けに改変してその所有権又は著作権を取得するという経済的利益を受け、本件金員

は、本件契約に基づく原告とＣとの間の独立した権利義務関係に基づいて支払われたもの

である一方、本件契約金は、ＣとＥ側との独立した権利義務関係に基づいて支払われるも

のとみるのが相当である。本件契約書は、原告とＣ、ＣとＥ側それぞれの合意を１通にま

とめたにすぎず、契約期間中に原告とＥ側との間で直接的な権利義務関係が生じることは

ないことに照らすと、本件金員が本件契約金の原告負担分にすぎないと解することはでき

ない。 

オ 原告は、元広告物に係る著作権の使用料が無償であると主張するが、前記アないしエの

事情からすれば、原告は、Ｃの有する元広告物の著作権の使用等の対価として本件金員を

支払ったことが明らかである。本件契約書第３条２項は、Ｃが著作権を有する元広告物を

改変するのに必要な素材等の提供を無償としたにすぎず、元広告物の使用及び当該素材を

使用して改変した著作物の帰属及び利用等の全ての経済的利益を無償としたものとは認め

られない。 

カ 処分行政庁は、本件契約書に記載された各条項を基に当事者の契約意思を合理的に解釈
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した上で、本件金員が国内源泉所得である著作権の使用料に該当すると判断して本件各処

分を行ったものであるから、処分行政庁が、本件契約の内容、当事者の意思及び本件契約

書の明確な表示を無視し、本件金員を著作権の使用料と恣意的に解釈したなどということ

はできない。 

（２）本件各処分が適法であること 

ア 本件納税告知処分は次のとおり適法である。 

 本件金員は、国内源泉所得である著作権の使用料に該当するところ、本件金員に適用さ

れる源泉所得税の税率については、日韓租税条約１２条２項に基づき当該使用料の額の１

０パーセントを超えないものとされているものの、Ｃは、当該税率の適用を受けるために

必要な租税条約に関する届出書を原告（源泉徴収義務者）を通じてその納税地を管轄する

処分行政庁に提出しなかったため、原則どおり、所得税法２１３条１号に基づき１００分

の２０となり、当該税率で計算した源泉所得税の額は別紙「本件納税告知処分等の経緯」

の「納税告知処分（源泉所得税の額）」欄記載のとおりである。 

イ 本件賦課決定処分は次のとおり適法である。 

 上記アのとおり、本件納税告知処分は適法であり、原告が本件納税告知処分に係る源泉

所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて国税通則法６７条１項ただし書所

定の正当な理由があるとは認められないから、原告に対しては不納付加算税が賦課される

ことになる。その額は、本件納税告知処分に係る税額２９６万４９３９円（ただし、国税

通則法１１８条（国税の課税標準の端数計算等）３項の規定により１万円未満の端数を切

り捨てた後のもの）に１００分の１０の割合を乗じて計算した額となり、別紙「本件納税

告知処分等の経緯」の「賦課決定処分（不納付加算税の額）」欄のとおりとなる。 

（原告の主張） 

（１）本件金員は著作権の使用料に該当しない。 

ア 本件金員はＥに対する本件契約金の原告負担分である。 

 本件契約書第５条１項、２項において、本件金員が同条１項の本件契約金２億５０００

万ウォンのうちの２億ウォンであることが明確にされている。 

 本件契約書第５条１項では、Ｅの出演の承諾及び同第６条による拘束・制限の対価とし

て、Ｅについてのみ本件契約金を取得することが定められているが、同項を受けて、第５

条２項では「１項の契約料のうち一金２億ウォン」として、Ｅの契約金２億５０００万ウ

ォンを原告とＣが出捐するものと規定されており、債権債務関係がＥと原告及びＣとの間

に生じることが規定された上、具体的な支払方法としては、ＣがＦに契約金２億５０００

万ウォンを支払い、原告がＣに２億ウォンを支払うものと規定された。本件契約において

は、Ｅに対する本件契約金の費用分担を原告が２億ウォン、Ｃが５０００万ウォンとし、

その合計２億５０００万ウォンをＥの専属事務所であるＦに支払うことで本件契約金の支

払債務の履行とみなす（ＥはＦに対し契約金の代理受領権限を付与した）ことを四者が合

意したのである。原告が出捐した２億ウォンの本件金員がＣの有する著作権の使用料たる

性質を有するはずがない。 

 本件契約においては、Ｅの原告及びＣに対する人的役務の提供の対価として本件契約金

が支払われ、本件契約金の一部を原告が負担すべきことが金銭授受の内容として定められ

ているのみであって、原告とＣとの間で広告物使用の対価を別途支払うことを合意したと
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読み取れる規定は存在しない。 

イ 本件金員は、原告とＣとの間の独立した権利義務関係に基づき支払われたものではない。 

 原告が、ＥではなくＣに本件金員を支払うこととした理由は次のとおりである。 

 原告がＥの出演及び拘束・制限の対価である本件契約金の原告負担分である本件金員を

Ｆに直接支払う方式にしたとすると、Ｃ、Ｅ及びＦの債務不履行により原告が本件契約を

解除した場合に原告は本件金員の返還をＣに請求できる理由はなく、原告と直接の取引関

係になく資力も不明なＦに対してしか返還請求ができないことになるが、ＣがＦに２億５

０００万ウォンを支払い、原告がＣに本件金員を支払う形式にしておけば、原告はＦだけ

ではなくＣに対しても２億ウォンの返還請求ができ、同返還請求権とＣに対する輸入代金

支払債務とを相殺して原告の債権を保全することも可能となる。 

 本件契約書第８条１項は、Ｃが債務を履行できないという場面（原告がＣの広告物を改

変する際に第三者の許諾が必要な場合においてＣがその許諾取付けに協力しない場合（本

件契約書第３条１項）や原告が広告物改変に必要な素材やデータ等及び広告に用いるＥの

画像の提供につきＣがその提供に協力しない場合（同条２項）など）において、原告に本

件契約の解除権を認めており、その場合、Ｃに債務不履行による損害賠償を請求できるが、

Ｃの債務不履行によって契約が解除に至ったこととのバランス上、本件契約書第５条２項

で定めた契約金を端的にＣから原告に返還させることとした規定である。 

ウ ＣのＥ側への支払は独立した権利関係に基づいているものではない。 

 本件契約書第５条１項及び２項では、本件契約金は原告及びＣとＥ側との法律関係に基

づくものとされている。本件契約書第６条においてＥ側が役務提供義務を負う相手方はＣ

だけではなく原告も含まれている。本件契約書第９条２項では、原告とＣに損害が発生し

た場合は、Ｅ側はＣが被った損害を賠償するとされている。本件契約書第５条４項前段で

は、Ｅが本件契約のモデルとして活動するための前提条件となる法律上の必要要件を満た

していることをＣが確認する権利を有するとされているが、Ｅ側の変動事項の通知も原告

ではなくＣになっており（同第６条２項）、Ｃの確認に漏れがあった場合、原告はＣに賠償

請求を行うので、同第９条２項では、Ｅ側のＣに対する損害賠償義務のみが規定された。 

 本件契約書第９条１項では、同第８条２項により本件契約が解除になった場合、Ｅ側は、

本件契約金の２億５０００万ウォンの倍額をＣのみならず原告に連帯して支払うこととさ

れている。 

エ 本件契約に基づくＥの本件契約金には、Ｅが広告に出演することの承諾の対価と本件契

約書第６条の各種拘束・制限の対価という２つの意味がある。 

 本契約に基づく出演の承諾（本件契約書第５条１項）とは、ＥがＣによる韓国国内の既

製の広告物に使用されていたＥの画像・映像等がその範囲を超えて、新たに日本国内にお

いてもポスターやテレビＣＭ等、原告による本件商品広告物にＥが映る（出演する）こと

を承諾するとの意味であり、本件契約書第１条において、本件契約の目的を「本契約は、

すでに製作された乙の広告制作物ならびに広告用の丁の画像を海外で使用することにあた

って、甲、乙、丙、丁、四者間の義務と権利を明確に規定することにある。」と明確に記載

していることからも明らかである。Ｅの肖像を含む画像等を日本国内で新たに別途撮影し

直すことは全く予定されていない。そのため本件契約期間中にＥが終始兵役に服していた

としても、既存の画像等を通じて原告の広告物に出演することを了承しさえすれば、Ｅと
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しての役務の提供に欠けるところはない。 

 本件契約書第６条の各種拘束・制限とは、Ｅが、社会的な問題を起こさない、原告とＣ

の商品や企業イメージを損なわない、契約期間中は本件商品と同種の商品の広告やＰＲイ

ベントに出演しない、住所と連絡先の変更や海外への出国その他変動ある場合には事前に

Ｃに通知する、原告とＣの業務上の秘密を漏えいしないといった拘束と制限を了承すると

いう意味である。Ｅの不作為義務を主な内容とするものであり、Ｅが兵役に服しているか

否かを問わず同人を拘束する。 

オ Ｃの元広告物の日本国内での使用は無償である。 

（ア）本件契約書第３条１項では「甲は乙の製作した広告物を日本で使用するにあたり、デ

ザイン、文字、映像、音声などの一部を改変することができる」とされ、同条２項では

「改変に必要なコマーシャル素材や印刷物のデザインデータ、ならびに広告に用いる丁

の画像を乙は甲に無償で提供する」と明記され、原告がＣの著作権を使用する場合の対

価は無償であることが明確に合意されている。本件契約書第３条には、有償とされる著

作権利用の範囲を明記する規定は存在せず、同第７条においても改変された広告物の著

作権等が原告に帰属する対価を有償とする旨の規定は置かれていない。これは、原告が

改変使用する素材の対価を無償と定めておけば、原告が素材の改変使用等から受ける利

益の対価についても当然に無償となることが明らかであるという当事者の合理的意思解

釈によるものである。本件契約書第２条２項で、Ｃの元広告物を原告が使用できる旨規

定されており、同第３条１項では日本国内においてそれを改変できる権利まで設定され

ているのであるから、原告としては、Ｃから「改変に必要なコマーシャル素材や印刷物

のデザインデータ、ならびに広告に用いる丁の画像」の提供を受けることで必要十分で

ある。 

（イ）Ｃにとっては、元広告物を原告に使用させることで日本国内における販売促進につな

がれば、Ｃの利益になると考え、無償で同社が制作した広告物を提供したのであり、日

本国内使用を無償としたこと及びその理由は不自然ではない。原告が経済的利益を得た

こととその対価をＣに支払うかどうかとは別問題である。Ｃの元広告物を原告が無償で

利用させることはＣと原告との間で本件商品の輸出入取引を行う継続的売買契約全体の

一部として、経済的に十分に引き合うという見込みに基づいて位置づけられたものであ

る。 

カ 本件契約は、①Ｃの元広告物を原告が利用できるための条件を定めると同時に、②Ｃの

元広告物にＥの肖像等を含む画像等が使用されていたことを踏まえ、Ｅ側に日本国内で使

用する広告物への出演の承諾や拘束・制限（遵守事項）を約束してもらうという役務の提

供と引換えに原告及びＣがＥ側に本件契約金２億５０００万ウォンを支払うことを合意す

ることを目的として締結された。 

 したがって、原告がＣに支払った本件金員は、Ｅに対する出演承諾と拘束・制限に対す

る対価であり、Ｃの著作権の使用料ではない。 

キ 本件納税告知処分は租税法律主義に反する。 

 本件契約の条項から、原告の支払った本件金員がＣの著作権の対価ではなく、Ｅの契約

金の一部であることは明らかであるにもかかわらず、処分行政庁は、原告の支払う本件金

員をＣの著作権についての使用料と不当に解釈して本件納税告知処分を行ったが、これは
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租税法律主義に反し許されない。 

 租税法律主義の重要な機能は、国民に対して経済活動における法的安定性と予測可能性

を与えることにあり、その観点からすれば、契約当事者間で締結された契約内容（当事者

が選択した契約形態）を重視するべきであり、当事者間で予定していなかった契約内容（契

約形態）に引き直して解釈して課税をするのは不意打ちであり、租税法律主義に反する。 

 原告を含む当事者は、本件金員は、本件契約書第５条２項に「契約料のうち」と記載し

てあるとおり、著作権使用料ではなくＥに対する契約金の一部であることを前提としてい

たにもかかわらず、処分行政庁は、本件契約の内容、契約当事者の意思及び本件契約書の

明確な表示を無視して、本件金員を著作権の使用料と恣意的に解釈して本件納税告知処分

を行った。 

 所得税基本通達１６１－２３からしても、所得税法１６１条７号ロにいう所得の範囲は

著作権法で保護される権利の対価に限定されるものと解すべきである。Ｅによる出演の承

諾やＥが拘束・制限に従うことは著作権法で保護される著作権に含まれる権利（著作権法

２１条以下）のいずれにも該当しないことは明らかである。 

（２）本件納税告知処分は違法であるから、原告が期限までに納付しなかったのは当然であり、

本件賦課決定処分も違法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件金員が国内源泉所得である著作権の使用料に該当するか 

（１）所得税法１６１条７号ロ所定の著作権の使用料 

 所得税法１６１条７号ロの「著作権」とは、著作権法に規定される著作権をいうものと解

されるところ、同法６３条１項は、著作権者が他人に対し、著作物の利用を許諾できる旨規

定し、同条２項は、許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、

その許諾に係る著作物を利用することができる旨規定している。また、所得税法１６１条７

号ロに規定する「著作権の使用料」とは、所得税基本通達１６１－２３が定める「著作物の

複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は

出版権の設定につき支払を受ける対価の一切」即ち、著作権者以外の者が著作物を利用する

こと及びその許諾を受けることについて、著作権者に支払われる対価の一切をいうものと解

される。 

 したがって、当事者間において契約に基づいて支払われる金員が国内源泉所得となる著作

権の使用料に当たるか否かの判断に当たっては、当該契約に基づいて支払われる金員が著作

権者以外の者が著作物を利用すること及びその許諾を受けることの対価か否かを、当該契約

における名目だけでなく、その目的や内容から当事者の意思を合理的に解釈して判断すべき

である。 

（２）本件契約の目的 

 本件契約書第１条には、本件契約の目的として、既に制作されたＣの広告制作物及び広告

用のＥの画像を海外で使用することに当たって、四者間の権利と義務を明確にすることにあ

ると定められている。 

 また、本件契約書２条２項の規定からすれば、Ｅの出演した本件商品の元広告物の著作権

はＣに帰属すると解されるところ、前記（１）のとおり、原告が元広告物を日本国内で使用

するためには、著作権者であるＣから利用の許諾を得る必要があった。そして、本件契約書
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第３条１項では、原告がＣの制作した元広告物を日本で使用するに当たり、一部を改変する

ことができる旨が定められており、原告は、日本国内において、Ｃが制作した元広告物を改

変してテレビＣＭを行ったことが認められる（甲６の４頁）。 

 このことからすると、本件契約は、原告が、元広告物を利用し、Ｃからその許諾を得るこ

とを目的としていたものと認めることができる。 

（３）本件金員の性格 

 上記（２）のとおり、本件契約は、原告が元広告物を利用し、Ｃからその利用の許諾を得

ることを目的としていたものと認められるところ、本件契約書第２条２項では、原告は、Ｃ

に帰属された著作権に限って使用することができ、その使用範囲を日本国内に限定し、その

他の国で使用する場合は追って広告金額を取り決めるとされ、同第４条４項では、契約期間

を超えて元広告物を使用する場合は、本件契約当事者四者の合意が必要である旨定められて

いることからすれば、本件契約において、原告が元広告物を利用するためにはＥ側に対して

対価が支払われることを前提としていたとみられる一方、本件契約書第５条１項及び２項に

おいては、原告が本件金員をＥ側ではなくＣに対して支払うものとされており、実際に原告

はＣに本件金員を支払っていること、同条２項に定められた支払時期は、原告がＣに対して

本件金員を支払うのは契約締結日から３０日以内とされているのに対し、ＣがＦに対して本

件契約金を支払うのは契約締結日から７日以内とされており、原告がＣに対して本件金員を

支払う前に、ＣがＦに対して本件契約金を支払わなければならないことも想定されているこ

と、同第８条１項では、Ｃが元広告物の著作権を有する第三者の許諾の取得に協力できない

場合（そのため原告が元広告物の著作権を使用できない場合）や元広告物の改変に必要なコ

マーシャル素材等の提供ができない場合には、原告は本件契約を解除することが可能であり、

この場合、Ｃは原告に対し本件金員を返還しなければならないことからすると、本件金員は、

原告及びＣの二者間の独立した権利義務関係に基づいて支払われるものと解するのが相当で

ある。他方、本件契約書第９条２項においては、Ｅ側の帰責事由により原告又はＣに損害が

発生した場合、Ｅ側はＣが被った損害のみを賠償するものとされていることからすると、本

件契約金についてはＣとＥ側との間の独立した権利義務関係に基づいて支払われるものと解

される。 

 上記本件契約の目的、内容から契約当事者の意思を合理的に解釈すれば、本件契約は、Ｃ

に著作権が帰属する元広告物を原告が日本国内で利用するためにＣの許諾を求めたものとい

うことができ、本件契約に基づいてＣに支払われた本件金員は、原告が元広告物を利用する

こと及びその承諾を受けることについて、著作権者であるＣに対して支払われた対価である

とみることが相当である。 

（４）本件金員がＥの人的役務の提供の対価であるとの主張について 

 原告は、Ｅの広告への出演承諾及び同種商品の広告等への出演制限等の対価として本件契

約金を定め、本件金員は本件契約金の原告負担分であるから（本件契約書第５条１項）、Ｅの

人的役務の提供の対価であり、国内源泉所得である著作権の使用料ではないと主張する。 

 本件契約書第５条１項では「本契約に基づく丁の出演の承諾および第６条による拘束・制

限の対価として、丁に関する契約金は、一金 ２億５千万ウォン（省略）とする」とされ、

同条２項では「甲は乙に契約締結日から３０日以内に、本条１項の契約料のうち一金 ２億

ウォン（省略）を乙が指定する方法により支払う」とされており、この文言どおりであると
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すると、原告のＣに対する本件金員の支払は、Ｅの出演の承諾および第６条による拘束・制

限の対価である本件契約金の一部を原告が負担したもののようにもみられる。 

 しかしながら、上記（３）のとおり、本件契約書第５条２項で、原告が本件金員をＥ側で

はなくＣに支払うと定められている上、人的役務の提供とは、雇用、請負、委任等人による

現実の労務提供を中心的要素とするものと解されるところ、Ｅは本件契約の契約期間である

平成２３年５月１９日から平成２３年１２月１８日までの間、韓国軍海兵隊に入隊しており、

新たな人的役務の提供を行えない状況であったもので、かかる事実及び本件契約書第１条の

「すでに製作された乙の広告制作物ならびに広告用の丁の画像を海外で使用することにあた

って」との規定に照らすと、本件契約期間中に、Ｅを用いて本件商品に係る新たな広告物が

制作されることは予定されていなかったといえる。 

 この点につき、原告は、既存の画像等を通じてＥが原告の広告物に「出演」することにな

るため、原告はＣを介し、Ｅの出演料である本件金員を支払ったと主張するが、Ｅを用いる

新たな広告物の制作が予定されていないにもかかわらず、既存の画像等を通じて広告物に「出

演」すると規定するのは不自然である上、仮に、本件金員がＥに対する出演の対価としての

性格を有しているのであれば、Ｅが原告に対して負う債務である出演の内容について具体的

に定められるはずであるが、本件契約にかかる規定はない。 

 また、原告は、Ｅ側が本件契約書第６条に基づき一定の拘束・制限に服することも人的労

務の提供であると主張するが、本件契約第６条に基づく拘束・制限は、Ｅが過去に韓国内で

出演した元広告物を日本国内で再使用することに伴う付随的な遵守事項にすぎないといわざ

るを得ず、本件金員を対価とするような新たな人的役務の提供と評価することはできない。 

 したがって、本件金員がＥの人的役務の提供の対価であるとの原告の主張は採用できない。 

（５）著作権の使用が無償であるとの主張について 

 原告は、本件契約書第３条２項において、改変に必要なコマーシャル素材や印刷物のデザ

インデータ及び広告に用いるＥの画像をＣが原告に無償で提供する旨定められていることか

ら、元広告物に係る著作権の使用は無償であると主張する。 

 しかしながら、本件契約書第７条第１項では、Ｅが出演して完成された広告物（元広告物）

の所有権及び著作権など一切の権利はＣに帰属し、日本向けに改変された広告物の所有権及

び著作権などの一切の権利は原告に帰属すると定められており、同第３条１項では、原告が

Ｃの広告物を日本国内で利用するにあたり、デザインや文字等の一部を改変することができ

る旨が規定されているところ、同条２項は、Ｃが著作権を有する元広告物を改変するのに必

要な素材等の提供を無償で受けることができることを定めた条項と解されるのであって、原

告がＣの保有する著作物を改変し、日本国内でテレビＣＭを行うという著作権の利用まで無

償であることを定めた条項であるとは認められない。 

 原告は、原告がＣの元広告物を利用して日本国内での販売促進に成功すれば、Ｃの原告に

対する輸出量が増加し、Ｃの利益も増えるため、Ｃが原告に対して元広告物を無償で提供す

ることには十分な合理性があると主張するが、本件商品の日本国内での販売額の推移は明ら

かにされている（甲９、１０）ものの、日本国内での本件商品の販売促進によりＣに利益が

生じることを具体的に裏付ける証拠はない。Ｃとしては広告物の制作コストを回収するため

に、それらを第三者に使用させるに当たっては相当額の使用料の支払を求めるのが通常と考

えられるが、原告の主張を前提とすれば、著作権使用を無償とした上、本件契約金の一部で
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ある５０００万ウォンを支出するという経済的な負担を生じるのみであり、著作権の使用料

を無償とすることが合理的であるとする事情は認められない。 

 また、本件契約書第８条１項では、原告がＣの広告物を改変できない場合や改変に必要な

素材を入手できない場合には、本件契約を解除することができ、Ｃは原告に対して本件金員

を返還しなければならないとされており、原告がＣの元広告物を日本国内で使用するに当た

って、必要な改変等をなし得ない場合には、Ｃの元広告物を日本国内で使用するという目的

を達成できなくなるために、原告とＣの契約関係を解消するものとされている。仮に、本件

金員がＥによる人的役務の提供の対価であり、元広告物の著作権使用が無償とされていたと

すれば、Ｃは、原告が元広告物を日本国内で改変して使用することを許諾し、かつ、改変に

必要な第三者の許諾取得や素材の提供を行う義務を無償で負担するばかりか、その不履行が

あった場合には、原告から本件契約を解消されるのみならず、Ｅによる人的役務の提供が完

全に履行されたとしても、その対価であるはずの本件金員を全て原告に返還しなければなら

ないことになるが、このように一方的に不利な契約内容をＣが承諾するとは考え難い。この

ことからすれば、本件金員は、原告がＣの元広告物を日本国内で使用することの対価である

ことが推認される。 

 したがって、本件契約において、Ｃの著作権の使用が無償であるということはできない。 

（６）以上のとおり、本件契約においては、原告がＣの著作権使用料の対価として本件金員を支

払う旨を定めたものと解するのが相当であるといえ、原告からＣに対して支払われた本件金

員は、著作権の使用料（所得税法１６１条７号ロ）に該当するというべきである。 

２ 本件各処分の適法性 

（１）本件納税告知処分の適法性 

 本件金員は、国内源泉所得である著作権の使用料に該当するところ、本件金員に適用され

る源泉所得税の税率については、日韓租税条約１２条２項に基づき当該使用料の額の１０パ

ーセントを超えないものとされているものの、Ｃは、当該税率の適用を受けるために必要な

租税条約に関する届出書について原告（源泉徴収義務者）を通じてその納税地を管轄する処

分行政庁に提出しなかったため、原則どおり、所得税法２１３条１項１号に基づき１００分

の２０となる。 

 したがって、本件金員の著作権の使用料に係る源泉所得税の額は別紙「本件納税告知処分

等の経緯」の「納税告知処分（源泉所得税の額）」欄記載のとおりであり、本件納税告知処分

は適法である。 

（２）本件賦課決定処分の適法性 

 上記のとおり、本件納税告知処分は適法であり、原告が本件納税告知処分に係る源泉所得

税を法定納期限までに納付しなかったことについて国税通則法６７条１項ただし書所定の正

当な理由があるとは認められないから、同項の規定に基づき、原告に対して、本件納税告知

処分に係る税額２９６万４９３９円（ただし、国税通則法１１８条（国税の課税標準の端数

計算等）３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）に１００分の１０の割

合を乗じて計算した別紙「本件納税告知処分等の経緯」の「賦課決定処分（不納付加算税の

額）」欄記載の不納付加算税を賦課した本件賦課決定処分は適法である。 

第４ 結論 

 以上のとおり、本件各処分はいずれも適法であり、原告の請求には理由がないからこれらを
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棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

仙台地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 髙取 真理子 

   裁判官 内田 哲也 

   裁判官 宮崎 裕季子 
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（別紙） 

関係法令等の定め 

（本件において必要な条項のみ掲げており、適宜省略している。） 

 

１ 所得税法（平成２６年法律第１０号による改正前のもの） 

１６１条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 

２号 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が

受ける当該人的役務の提供に係る対価 

７号 国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るも

の 

イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに

準ずるものの使用料又はその譲渡による対価 

ロ 著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）の使用料又はその譲

渡による対価 

ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料 

８号 次に掲げる給与、報酬又は年金 

イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供

に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供（内国法人の役員

として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。）に基因する

もの 

ロ 第３５条第３項（公的年金等の定義）に規定する公的年金等（政令で定めるものを除

く。） 

ハ 第３０条第１項（退職所得）に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住

者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供（内国法人の役員として非居住者

であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。）に基因するも

の 

１６２条 日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国

内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける

者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限

りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第

２号から第１２号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律

中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源

泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみな

す。 

２１２条１項 非居住者に対し国内において第１６１条第１号の２から第１２号まで（国内源

泉所得）に掲げる国内源泉所得（その非居住者が第１６４条第１項第４号（国内

に恒久的施設を有しない非居住者）に掲げる者である場合には第１６１条第１号

の３から第１２号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。）

の支払をする者又は外国法人に対し国内において同条第１号の２から第７号まで

若しくは第９号から第１２号までに掲げる国内源泉所得（その外国法人が法人税
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法第１４１条第４号（国内に恒久的施設を有しない外国法人）に掲げる者である

場合には第１６１条第１号の３から第７号まで又は第９号から第１２号までに掲

げるものに限るものとし、第１８０第１項（国内に恒久的施設を有する外国法人

の受ける国内源泉所得に係る課税の特例）又は第１８０条の２第１項若しくは第

２項（信託財産に係る利子等の課税の特例）の規定に該当するもの及び政令で定

めるものを除く。）の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得につ

いて所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月１０日までに、これを国に

納付しなければならない。 

２項 前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行なわれる場合において、その支

払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これら

に準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものと

みなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とある

のは、「翌月末日まで」とする。 

３項 内国法人に対し国内において第１７４条各号（内国法人に係る所得税の課税標準）に

掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金（これ

らのうち第１７６条第１項又は第２項（信託財産に係る利子等の課税の特例）の規定に

該当するものを除く。）の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補

てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の

日の属する月の翌月１０日までに、これを国に納付しなければならない。 

２１３条１項 前条第１項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該

各号に定める金額とする。 

１号 前条第１項に規定する国内源泉所得（次号及び第３号に掲げるものを除く。）その金

額（次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額）に１００分の２

０の税率を乗じて計算した金額 

 

２ 所得税法施行令（平成２７年政令第１４１号による改正前のもの） 

２８２条 法第１６１条第２号（国内源泉所得）に規定する政令で定める事業は、次に掲げ

る事業とする。 

１号 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主

たる内容とする事業 

２号 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする

事業 

３号 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の

当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業（機械設備の

販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業

及び法第１６４条第１項第２号（非居住者に対する課税の方法）又は法人税法第１４

１条第２号（外国法人に係る法人税の課税標準）に規定する建設、すえ付け、組立て

その他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。） 

 

３ 所得税基本通達１６１－２３（平成２８年３月１７日「所得税基本通達の制定について」の
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一部改正について（法令解釈通達）による改正前のもの） 

 法第１６１条第７号イの（中略）、同号ロの著作権の使用料とは、著作物（著作権法第２条第

１項第１号《定義》）に規定する著作物をいう。以下この項において同じ。）の複製、上演、演

奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定につ

き支払を受ける一切をいうのであるから、これらの使用料には、契約を締結するに当たって支

払を受けるいわゆる頭金、権利金等のほか、これらのものを提供し、又は伝授するために要す

る費用に充てるものとして支払を受けるものも含まれることに留意する。 

 

４ 著作権法 

６３条１項 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 

２項 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許

諾に係る著作物を利用することができる。 

 

５ 国税通則法 

３２条１項 税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申

告書を提出すべき期限（課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納

税義務の成立の時）後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定す

る。 

１号 課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が

税務署長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額 

２号 課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がない

とき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標

準が税務署長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額 

３号 課税標準申告書の提出を要しないとき。 課税標準（第６９条（加算税の税目）に

規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条にお

いて同じ。）及び納付すべき税額 

２項 税務署長は、前項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準（前

項第１号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準）又は

納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定

に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。 

３項 第１項の規定による決定は、税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額

を記載した賦課決定通知書（第１項第１号に掲げる場合にあつては、納税告知書）を送

達して行なう。 

４項 第２項の規定による決定は、税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を

送達して行なう。 

１号 その決定前の課税標準及び納付すべき税額 

２号 その決定後の課税標準及び納付すべき税額 

３号 その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その

増加し、又は減少する納付すべき税額 

５項 第２７条（国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定）、第２８条第３項後
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段（決定通知書の附記事項）及び第２９条（更正等の効力）の規定は、第１項又は第２

項の規定による決定（以下「賦課決定」という。）について準用する。 

３６条１項 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税（その滞納処分費を

除く。以下次条において同じ。）を徴収しようとするときは、納税の告知をしなけれ

ばならない。 

１号 賦課課税方式による国税（過少申告加算税、無申告加算税及び前条第３項に規定す

る重加算税を除く。） 

２号 源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの 

３号 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの 

４号 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの 

２項 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべ

き税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保とし

て提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納

税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。 

６７条１項 源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署

長は、当該納税者から、第３６条第１項第２号（源泉徴収による国税の納税の告知）

の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けること

なく納付された税額に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相当する不納

付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納

付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 

１１８条３項 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に１万円未満

の端数があるとき、又はその税額の全額が１万円未満であるときは、その端数金

額又はその全額を切り捨てる。 

 

６ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関

する省令（平成２５年総務・財務省令第２号による改正前のもの） 

２条 相手国居住者等は、その支払を受ける法第３条の２第１項に規定する相手国居住者等配

当等（以下この条において「相手国居住者等配当等」という。）につき所得税法第２１２条

第１項若しくは第２項又は租税特別措置法第９条の３の２第１項、第９条の６第４項若し

くは第４１条の９第３項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等

に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、

当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し

た届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで（そ

の支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの

又は無記名の債券に係るもの（次項において「無記名配当等」という。）である場合にあつ

ては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、

当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

 

７ 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間

の条約 
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１２条 

１ 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、

当該他方の締約国において租税を課することができる。 

２ １の使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従

って租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料の受益者が他方の締約国の

居住者である場合には、当該使用料の額の１０パーセントを超えないものとする。 

３ この条において「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物（ソフトウェ

ア、映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含

む。）の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若

しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使

用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価と

して受領するすべての種類の支払金及び船舶又は航空機の裸用船契約に基づいて受領する

料金をいう。 

以上 
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別紙 

本件納税告知処分等の経緯 

 

（単位：円） 

納税告知処分 

(源泉所得税の額) 

賦課決定処分 

(不納付加算税の額) 
異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

区分 所得種類 年月分 

平成25年11月27日 平成26年1月24日 平成26年3月20日 平成26年4月21日 平成27年3月11日 

 非居住者 平成23年5月分 2,964,939 296,000 全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

 


